[bookmark: _GoBack]民医連の事業と経営をまもり抜き
地域医療の崩壊をなんとしてもくい止めるための
緊急行動提起
～このピンチをチャンスとしていかし、かつてない運動の前進で展望を切りひらこう～

2025年6月20日
[bookmark: _Hlk201671694]第46期第17回全日本民医連理事会

【はじめに】
　日本の医療機関は深刻な経営危機に直面しています。民医連135医科法人の2024年度決算速報値集計では、経常利益赤字64％、予算達成は僅か20％、償却前経常利益赤字20％で、前年比利益悪化54％となっています。資金減少法人90法人・67％となり資金流出構造が継続しています。「必要利益」「予算利益」を確保できない状況が2025年度に打開できなければ、経営破綻が現実のものとなる事態です。多くの法人で大幅な収支改善を前提とした利益予算、キャッシュフロー予算としているものの、改善の見通しは大変厳しいものとなっています。経営危機は民医連経営だけではありません。日本のすべての医療機関が同様の事態となっており、地域医療の崩壊がすでに進行しつつあるのです。もはや医療機関の自己努力のみでは、打開は困難となっていることは明らかです。
「たたかいと対応」のどちらが欠けても経営維持の展望を見いだすことは困難です。引き続き経営改善のためのあらゆる努力を強力に推進すること、診療報酬・介護報酬をはじめ、国の社会保障抑制政策の抜本的見直しを迫り、運動の力で成果を必ず勝ち取ることの、両面からの取り組みを力強く前進させることが求められています。昨年6月以降とりくんだ「オール地域」の「たたかい」でかかげた診療報酬の期中改定、補助金等の緊急の財政支援の要求は、今や日本医師会や6病院団体※、全国知事会、全国市長会、全国町村会等の共通した要求となっています。また、マスコミによる報道も広がりつつあります。医療機関のおかれた状況が国民の受療権の危機であること等を、幅広い国民・地域住民の共通認識にし、社会保障抑制政策の転換を求める世論を広げるチャンスでもあります。（※6病院団体：日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本慢性期医療協会、全国自治体病院協議会）
　「安心して住み続けられるまちづくり」に欠かすことのできない「地域医療まもれ」の声を、地域住民と共に「オール地域」の運動として全国各地で、大きくまき起こしましょう。
　医療機関の経営破綻による地域医療の崩壊をなんとしても回避し、患者・地域住民の受療権をまもり、医療従事者の生活と権利をまもり抜く「たたかい」を、かつてない規模で力強くすすめなければなりません。経営の実態を踏まえて「緊急行動提起」としています。すべての県連、法人、事業所で行動を具体化し、総力を上げて取り組むこととします。
【取り組みの期間と目標】
1. 取り組みの期間
2026年1月の通常国会提出を最終目標とする請願署名とします。参議院選挙後の臨時国会等国会会期が設定されるのに併せて、状況に応じて請願を行います。署名提出に併せて、国会要請行動、記者会見等を設定します。
2. 緊急提起の運動目標
(1) 医療機関経営の危機は国民の受療権の危機であること、その根本原因は政府の社会保障抑制政策にあること、医療経営・医療現場が極めて困難な状況であることなどを圧倒的多数の人々の共通認識とすることを目指す。
(2) 医療機関と地域住民による「オール地域」での切実な要求を掲げて、地域医療崩壊をくい止めるために緊急な財政支援(地方自治体含む)・診療報酬・介護報酬期中改定・26年改定の診療報酬・介護報酬の大幅引き上げなど、経営危機打開のための具体的成果を勝ち取ることを目指す。
(3) 介護ウェーブ、ドクターウェーブ、ナースアクションをはじめ、地域医療・介護を守るための全日本民医連諸方針と一体のものとして前進を作り出し、政治の転換の力とする。

【緊急行動提起】
1. 医療機関が存続の危機にあることを患者・地域住民に知ってもらうためのポスターをすべての加盟事業所で貼り出します。また、地域の医療機関等にも呼びかけ多くの医療機関が同様のポスターを貼り出す取り組みをすすめます。
(1) 全日本民医連として作成した、6病院団体の「ご存じですか？あなたの街の病院がいま危機的状況なのを！」の内容の大判ポスターを加盟事業所に配付します。
(2) すでに、全日本民医連経営部、地協・県連経営委員会の提起を受け、法人等で作成した同様のポスターを貼り出している事業所では、6病院団体訴えの内容とともに事業所長の訴えも貼り出すなどの機敏な取り組みがすすめられています。ポスターには、事業所からの訴えも添えるなど創意工夫しながら、全ての加盟事業所でのポスター貼り出しを到着から　1週間以内に完了しましょう。
(3) ポスターは、全国の医療機関でもそのまま活用してもらうことを前提に作成しています。都道府県内全域を視野に入れて、地域の病院、診療所等に幅広く掲示などへの協力・共同を働きかけ、「オール地域」の視点で地域住民に届ける活動となることを目指します。
(4) [bookmark: _Hlk201672048]送付数は別紙のとおりです。6月26日以降順次届きます。

2. 「地域住民の医療を受ける権利を保障するために医療機関の維持存続への支援を求める請願署名」(*以下国民署名)と医療機関の実態を知らせる「チラシ」等を活用した大量宣伝、学習活動を展開します。
＜国民署名の取り組み＞
(1) 要請事項は2項目とします(別紙署名用紙)
1 医療機関が突然閉鎖し、地域住民の医療に困難が生まれることがないよう、速やかに必要な対策を講じること
2 医療機関が健全な経営を維持できるよう、医療・福祉に対する税金の使い方の優先順位を引き上げること
(2) 署名の対象と目標数
職員・地域の医療従事者も含む全ての地域住民を対象とし、100万筆を目標に取り組みます。11月末60万筆、2026年1月末100万筆とします。まず、全職員の署名を速やかに集めることが署名運動の出発点であることとし、7月参議院選挙の取り組みの重要性を踏まえて、全職員の署名は遅くとも7月末までに集約しましょう。県連ごとの目標数は別紙の通りです。
(3) 取り組みのすすめ方
ポスター貼り出しへの地域医療機関への呼びかけと併せて、署名活動への協力要請を地域医療機関に働きかけます。共同組織とも方針確認し、地域住民が主体となる取り組みとなるよう、取り扱い団体を共同組織とするなど工夫しましょう。また、趣旨に賛同する医療機関や労働組合、地域の多面的な住民運動団体などで「地域医療を守る会」等を組織するなど、到達点に応じて工夫しましょう。
(4) 署名用紙の送付
[bookmark: _Hlk201680036]各都道府県連を署名送付先とした署名用紙を、目標数にあわせて7月上旬目途に発送します。あわせて署名送付先を空欄にした署名データも送付します。すすめ方に応じて活用してください。なお空欄の署名用紙を利用する際は必ず任意の送付先を記入の上で印刷、配布してください。
＜宣伝チラシ等を活用した大量宣伝と学習活動＞
(1) [bookmark: _Hlk201672395]チラシは期間中3回程度発行します (第一弾別紙) 。署名の呼びかけと医療機関の実情を広く知ってもらう視点(医療機関の事業と経営危機は地域住民の受療権の危機であること、国の医療・社会保障への公的保障の貧弱さ・国際比較等々）で発行します。また、各県連・法人でも独自のチラシも作成し宣伝を強めましょう。
(2) 秋の共同組織拡大強化月間方針に位置づけるなど、共同組織や地域向けの懇談会や学習活動計画を確立し、共同した取り組みとして力強くすすめましょう。
(3) ポスター・チラシ・署名への協力要請行動を、地域医療機関をはじめ、可能な限り幅広く要請・懇談しましょう。また、県連・法人・事業所のホームページ等への掲載等も積極的におこないましょう。
(4) 年内を目処に、オール地域で地域医療について考えるシンポジウムや大規模な学習会等を各県1回以上企画し実施することを目指しましょう。例）シンポジウム「どうなっている日本の医療、どうする日本の医療」等。
(5) 街頭での宣伝活動を計画し、目に見える取り組みをすすめましょう。全日本民医連作成の横断幕（「私たちは地域医療をまもるため、診療報酬の期中改定、緊急的な財政支援措置を求めています」）等宣伝グッズを配布します。
(6) 世論を喚起する取り組みを重視します。新聞の「声の欄」への投稿、ラジオ放送、SNSの活用等、幅広く知らせることを重視し具体化しましょう。
(7) チラシ等は7月上旬目途に発送します。

3. 6月・9月・12月に開催される都道府県、市町村議会へ「医療機関への緊急財政支援、診療報酬の期中改定」等を求める要請と自治体決議の働きかけを、引き続き追求します。
昨年6月から取り組んだ自治体向けの「団体署名」によって議会決議が可決されたのは、鹿児島県、沖縄県、北海道、福岡県北九州市等に留まっています。この間情勢は大きく変化しています。改めて、地方議会及び自治体首長、地元選出国会議員、地方議会議員、各政党への働きかけを強めましょう。
　
4. 県連・法人・事業所で緊急提起に相応しい推進体制を確立し、行動を開始しましょう。
全日本民医連として推進体制を確立します。全国の経験をもちより、連帯の力で運動が大きく前進できるよう、節目の集会、ニュースの発行等をおこないます。また、全日本民医連として、厚労省交渉、政党・国会議員への要請行動を継続的に実施するとともに病院団体との懇談を積極的にすすめます。
[bookmark: _Hlk201671627]なお、状況に応じた補足提起を行うための、集約用紙・集約テンポ等は別途提起します。
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